
プレスリリース

平成２０年１月１１日

農林水産省近畿農政局

「原油価格高騰対策に関する相談窓口」の設置について

最近における原油価格の急激な高騰は、価格転嫁を行うことが難しい農林漁業等に深

刻な影響を与えており、農林水産省としても、省エネなどの構造転換対策、税制優遇措

置、金融措置などきめ細かな対策を一体的に講じ、農林漁業者の経営体質の強化を図っ

ていくこととしているところです。

これらの対策を着実に実施していくためには、当該対策の周知徹底を図ることが重要

であることから、近畿農政局では、下記のとおり相談窓口を設置しましたのでお知らせ

します。

記

１ 相談窓口の名称 原油価格高騰対策に関する相談窓口

２ 設 置 場 所 近畿農政局生産経営流通部園芸特産課内

３ 連 絡 先 〒６０２－８０５４

京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町

電 話：０７５－４１４－９０２３（直通）

ＦＡＸ：０７５－４１４－９０３０

４ 受 付 方 法 電話、ファクシミリ、郵便

５ 受 付 時 間 平日の８時３０分から１７時１５分

（１２時１５分～１３時は除く）

６ 相 談 内 容 原油価格高騰対策に関する相談に対し、活用可能な事業の

紹介 、事業の申(http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/genyu/suisin.html）
請先や問い合わせ先の紹介等

【お問い合わせ先】

近畿農政局生産経営流通部園芸特産課

担 当：西尾、秦

（ ）電 話：０７５－４１４－９０２３ 直通

ＦＡＸ：０７５－４１４－９０３０


